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 １．特殊車両とは？ 

幅２．５ｍ 

長さ１２ｍ 

高さ３．８ｍ ※高さ指定道路４．１ｍ（２ページ参照） 

２つの軸重合計 
軸距１．８ｍ未満＝１８ｔ 
軸距１．８ｍ以上＝２０ｔ 

最小回転半径１２ｍ 

輪荷重５ｔ 輪荷重５ｔ 

軸重１０ｔ 
総重量２０ｔ※重さ指定道路２５ｔ（２ページ参照） 

（車両自重＋積載物重量＋乗員）   

荷物を積んだ状態で

１ 

※下記の数値は、道路法車両制限令で決められている一般制限値です。 

※イラスト：ヤフーより 



 重さ指定道路と高さ指定道路について 

重さ指定道路とは 

  高速自動車国道や一般国道、その他道路（県道、市町村道など）において、道路管
理者がその道路を指定（重さ指定道路）することで、総重量２５トンまでの車両が自
由に走行することができる道路。 

高さ指定道路とは 

  道路法（車両制限令）で決められている車両の高さの最高限度について、道路管理
者がその道路を指定（高さ指定道路）することで、貨物を積載した状態で高さ４．１
メートルまでの車両が自由に走行することができる道路。 

２ 



 特殊車両となるケース 

１２ｍ 

このような車が特殊車両です 
※トレーラ（全長が長い車両）や、大きい荷物を積載する車両など。 

３ 

20ｔ
超 

※イラスト：ヤフーより 

重さ指定道路以外を 
走行する場合です 



 ２．特殊車両に関連する法令等について 

○車両制限令（道路法） 
 特殊車両通行許可制度に関する法令 
 ・管轄する省庁  国土交通省道路局（地方整備局） 
 ・概要 
  一般制限値を超える車両（１ページ参照）で道路を走行するときは、この法令で 
  定める「特殊車両通行許可」の申請を行い、許可証を得なければなりません。 
 ★違反をすると指導や取締りを受けます。 
 
○道路交通法 
 安全に道路を走行するための法律 
 ・管轄する省庁  警察庁（警視庁・道府県警察） 
 ・概要 
  車両をはみ出す荷物を積載し走行する場合などは、特殊車両通行許可とは別に 
  出発地の警察署に制限外許可申請を行い、許可を得なければなりません。 
 ★違反をすると運転者が罰せられます。  
 
○道路運送車両の保安基準（道路運送車両法） 
 車両の製造等に関する法令 
 ・管轄する省庁  国土交通省自動車局（運輸局） 
 ・概要 
  貨物輸送のために基準を超えるトレーラ等を製造する場合は、この法令で定める 
  基準緩和認定を受けなければなりません。 
   

４ 



  各法令で定める基準等について 

車両制限令 
【道路】 

道路交通法 
【警察】 

道路運送車両の保安基準 
【車両】 

長
 
さ 

貨物積載状態で 12ｍ 

 
①自動車の長さの10％を超
えたはみ出しを禁止 
②他の車両をけん引する場
合の全長 25ｍ 

①自動車の全長（車長） 12m 
②連結車の特例 
セミトレーラ連結車は、連結
装置中心から車両後端までの
距離が12m 
トラクタは、車長が12m 

幅 貨物積載状態 2.5ｍ 
貨物の幅は車両の幅を超
えないこと。 

貨物に関係なく 2.5ｍ 

高
さ 

貨物積載状態 3.8ｍ 
（高さ指定道路は４．１ｍ） 

貨物積載状態 3.8m 
（高さ指定道路は４．１ｍ） 

車両の高さ 3.8ｍ 

総
 
重
 
量 

①自動車の重量（自重）＋  
 乗員の体重＋貨物重量        
・高速自動車国道と重さ 
指定道路は２5ｔまで 
・その他の道路：一律20ｔ
②連結車の特例 
バン型などのセミトレーラ
やフルトレーラは、最遠軸
距に応じて 
・重さ指定道路  25～27ｔ 
・その他の道路 24～27ｔ 

①規定なし 
「貨物の最大積載量は、保
安基準に準拠（車検証の記
載値）」 
②連結車の特例 
 規定なし 

①自重＋乗車定員の体重（一
人当たり55kg）＋貨物の最大
積載量 
・車長や軸距によって20～25ｔ 
②連結車の特例 
セミトレーラ（被けん引）は、連
結中心から最後軸中心までの
距離によって20～28ｔ 

運
 
行 

特殊車両通行許可を受け
た車両は運行できる。 
また、緊急自動車や災害
救助等を用務として通行す
る車両は、車両制限令の適
用外。 

制限外許可および制限外け
ん引許可を受けた最大積載
量を超える車両は運行でき
る。 

保安基準の制限値を超える車
両は認定をうければ基準緩和
車両として運行できる。 

 

 

各法令による長さおよび高さの規定 

 

 
       高 さ              高 さ              貨物のはみ   高 さ 

      3.8ｍ※               3.8ｍ※             出し<Ｌ’×0.1 3.8ｍ 

 
              長さ 12ｍ             Ｌ’                    長さ 12ｍ 

       【車両制限令】※      【道路交通法】※          【保安基準】 

       ※：高さ指定道路においては４.１ｍ 

 

 

各法令による幅の規定 

 

 

 

 

 

 

       【車両制限令】        【道路交通法】       【保安基準】 

 

 

各法令による重量の規定 

 

 

 規定なし 

 

 

 

  ・高速自動車国道および 

重さ指定道路（最大 25ｔ） 

  ・その他の道路（20t） 

       【車両制限令】        【道路交通法】       【保安基準】 

 

積載状態で 

の制限値 

積載状態で 

の制限値 

積載物の状況は

問わない 

積載物 

2.5ｍ 

荷物の状況
は問わない 

2.5ｍ 

積載物 

はみだし不可 
（車体幅） 

○道路法：橋やトンネルなどへの影響を勘案して限度を決める 
 ・幅、重量、長さなどの最高限度は乗員、貨物が載った状態 
 ・トレーラなど連結車の重量、長さなどの最高限度も連結状態 
○道路交通法：交通安全上の観点から規定 
 ・危険防止、交通の安全を図るため過積載を禁止 
 ・貨物のはみ出しを制限 
○保安基準：自動車の安全性の確保のため、規制がある 
 ・連結車では、切り離した状態での個々の車両について規定 

５ 

※国交省資料の一部引用 



３．特殊車両通行許可制度について（道路法 車両制限令） 
 一般的制限値を超える車両で道路を走行するときは、車両の諸元、積載物の内
容、通行経路、通行の日時等を所定の書類に記入し、道路管理者に申請を行い、
許可証の交付を受けることで、許可された経路を走行することができます。  

U申 請 
 車両の諸元、積載物の内容、通行経路、通行 

 の日時等を記載した申請書類の作成 

U申請窓口に提出 

U審  査 
 算定要領および道路情報便覧を利用して審査
（場合によっては、別途個別審査となります） 

U許可または不許可 
必要な条件を付して許可 

理由を付して不許可 

申 請 者 

道路管理者   

特殊車両通行許可の流れ  

６ 

※国交省資料の一部引用 

申請者：申請は運送事業者がしなけれ 
   ばならないという決まりはなく、 
   荷主（発注者）が申請すること 
   も可能です。 



許可または不許可とされるまでの標準処理期間は「受付日」から次の
とおりとなっています。 
 
○ 新規申請および変更申請の場合 ３週間以内 
○ 更新申請の場合 ２週間以内 
 
ただし、下記の条件を満たしている場合となります。 
・申請後に申請内容の変更がない場合 
・未収録道路（道路情報便覧（9ページ）に収録されていない道路）が 
 ない場合 
・特殊車両通行許可限度算定要領による許可寸法・重量を超えない 
 場合 
・個別審査がない場合 
 

申請から許可（不許可）までの標準処理期間 

※国交省資料の一部引用 

７ 



特殊車両通行許可申請における審査方法について 

■申請する場所 
 国道事務所や地方自治体の道路管理者など、走行する道路によって異なります。 
 ※詳しくは国道事務所（場所によっては河川国道事務所）にお問い合わせください。 
 
■審査の方法 

 審査は、走行する道路や車両によって内容が異なるので、道路情報便覧を基に、重量、幅、高さ、
走行する道路の状況などについて行います。 

 
①道路別の算定 
 算定要領は道路別に決められているため、各々の道路に対応した算定要領で行います。 
②寸法・重量別の算定 
 寸法に関する算定と重量に関する算定をします。 
③箇所別の算定 
 算定が必要となる箇所ごとに算定方法が決められているため、それに応じて算定します。 
④車両別の算定 
 車両の区分によって、許可できる通行条件の範囲が決められているので、その範囲で算定します。 
⑤算定要領を超える車両の算定（時間がかかる） 
 算定できる範囲を超える車両の場合は、別途算定方法が決められています。 

 この算定は、各道路管理者がその管理する道路を行なうことになっているため、受付した道路管
理者が関係道路管理者と協議を行います。 
⑥通行経路に係る道路が道路情報便覧に収録されていない場合（時間がかかる） 

 この場合も、“算定要領を超える車両の算定”と同様に、受付道路管理者が関係道路管理者と協
議を行います。協議を受けた道路管理者は現地調査を実施し、その結果を用いて算定を行ないます。  

８ 



道路情報便覧について 

●道路情報便覧の収録状況（収録率） 

収録済
道路情報
便覧ＤＢ 審査

高速道路

国道

地方道

高速道路、一般国道 １００％ 

主要地方道 ９３％ 

一般都道府県道 ３２％ 

指定市道 ４％ 

市町村道 １％ 

収録率（平成２１年４月現在） 

●道路情報便覧とは？ 

☆ 特殊車両の通行を想定した道路の構造や交通条件等について、全国的に収集・収録
した審査用のデータベースです。 

☆ 便覧には橋梁や交差点・道路幅員・最小曲線半径などの情報が集約されています。 

☆ 最新の道路状況と整合させるため、毎年データ更新を行っています。 

９ 

※国交省資料の一部引用 

★道路情報便覧に収録された道路は審査が早い！！ 
 
★収録されていない道路（未収録道路）は審査が遅い・・・ 



特殊車両通行許可申請の提出方法 

国道を走行する場合の申請書の提出方法は、下記①～③の３通りです。 
※県道や市町村道のみ走行する場合は、書面申請になります。 

１０ 

※国交省資料の一部引用 



特殊車両通行許可オンライン申請について 

※国交省資料より 

１１ 



車両諸元等、必要事項を入力すると以下のような画面が表示されます。 
①の住所入力と②を選択して“ＯＫ”をクリックすると・・・ 

１２ 

①発地と着地の住所
を入力 

②希望のメニューを
選択して“ＯＫ”を
クリック 

特殊車両通行許可オンライン申請のイメージ 



画面の地図上に、下図のように推奨する経路および障害箇所（通行条件・
個別協議など）が表示され、それぞれの道路情報が色別で示されます。 

１３ 

経路表示のイメージ図 表示パターン 

道路別の表示色 

詳細は24
ページ 



そして、「高さ指定道路」や「重さ指定道路」も色によって 
確認することができます！ 

１４ 

高さ指定道路 
重さ指定道路 
（両方の指定） 

高さ指定道路 

重さ指定道路 



① 国土交通省所管の道路管理担当事務所 
   （国道事務所や河川国道事務所など） 
   ●一括申請可・オンライン申請可 
 
② 都道府県・指定市 
 （本庁もしくは道路管理担当事務所 
  （自治体により異なる）） 
   ●一括申請可 
 
③ 市区町村（本庁等） 
   ●一括申請不可          
 
注：通行経路に含まれる道路管理者以外は 
受理出来ません。 

○ 一括申請とは？  

  通行経路が２つ以上の道路管理者の管理する道路（国道と県道など）に跨る場合、そのうち
の一つの道路管理者に申請を行えば、申請を受け付けた道路管理者が、他の道路管理者
が管理する道路の通行に関して協議し、一括して許可できることになっています。              

申請の受付窓口 

※国交省資料の一部引用 

１５ 



審査の結果、道路管理者が通行することがやむを得ないと認めるときには、必要な条件が付けられて許可されます。 

記
号 

区
分 

内    容 

重量についての条件 寸法についての条件 

Ａ 普通に走行できる 普通に走行できる 

Ｂ 
徐行および連行禁止が 

条件 
徐行することが条件 

Ｃ 
徐行と連行が禁止され、
更に車両の前後に誘導車
を配置することが条件 

徐行および車両の前後に
誘導車を配置することが
条件 

Ｄ 

徐行と連行が禁止され、
更に車両の前後に誘導車
を配置したうえで、2車線
内に他車が通行しない状
態で車両を通行させるこ
とが条件 

その他、道路管理者が指
示する場合はその条件も
加わる 

｢連行禁止｣とは、2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に
橋、高架の道路等の同一径間を渡ることを禁止する措置を
いいます。 

特殊車両通行許可に関する通行条件について 

■重さに関する通行条件のイメージ 

申請経路内は普通
に走れます 

ゆっくり 
走りましょう 

誘導車配置で 

後続車との車間を
とりましょう 

誘導車配置と時間
指定で橋などを渡
る時は２車線分の
間をとりましょう 

注：誘導車に備え付けることが出来る点滅灯の色は緑色です！ 

１６ 

※国交省資料の一部引用 



４．特殊車両通行許可制度における違反と指導取締りについて 

違反行為 
 ・無許可で運行 
 ・許可を得ていない経路を運行 
 ・許可を受けた限度以上の荷物を積んで運行  など 
 

指導取締り方法 
 ○指導取締基地での取締り 
 ○自動計測装置による計測 
 

違反を繰り返し行った場合にとられる措置 
 ・行政指導（国道事務所等に呼び出される） 
 ・行政指導内容の公表（国土交通省のホームページに社名等が掲載される） 
 ・許可の取消し 
 ・告発（きわめて悪質なときは警察に告発される） 
 

行政指導への対応 
 《特に自動計測装置での取締りの場合》 
 ・呼び出しを受けたら、必ず呼び出し先に出向きましょう！ 
 ・違反の認識が無くても必ず応じてください。 
 （なぜかというと…） 

  指導だけではなく、意見聴取（言い訳）の場が与えられます。 
 

１７ 



指導取締りの種類および行政指導の流れについて（その１） 

関東地方整備局 

指導取締基地 

 道路脇に設置された“指導取締基地”に、
車両を引き込み、重量・寸法の計測を行い、
法令違反者には措置命令や指導警告を実施
する。 

１８ 

※国交省資料の一部引用 

警 告 

（１回目）車両制限令 
違反 

警 告 

（２回目）車両制限令 
違反 

警 告 

是正指導 

（３回目）車両制限令 
違反 

是正指導 

弁明の機会 

公 表 

（事業者あてに文書及び電話で行政指導） 

（地方整備局ＨＰ等において、是正指導内容を公表） 

（事業者あてに文書で行政指導） 

（国道事務所にて対面で行政指導） 

（通行の中止又は軽減措置の命令） 

（通行の中止又は軽減措置の命令） 

（通行の中止又は 
     軽減措置の命令） 

是正指導を繰り返し受けたにもかかわらず、是正 
に応じない場合は、弁明の機会を付与したうえ、 
名称及び是正指導内容等を公表 

取締り基地による取締り 



警 告 

（１回目）車両制限令 
違反 

警 告 

是正指導 

（２回目）車両制限令 
違反 

警 告 

是正指導 

（３回目）車両制限令 
違反 

警 告 

是正指導 

（４回目）車両制限令 
違反 

是正指導 

弁明の機会 

公 表 

（国道事務所にて対面で行政指導） 

（地方整備局ＨＰ等において、是正指導内容を公表） 

（軸重２０ｔ超： ２回／１ヵ月） 
（軸重２０ｔ以内：２０回／３ヵ月） 

（軸重２０ｔ超：１回／１ヵ月） 
（軸重２０ｔ以内：２０回／３ヵ月） 

（軸重２０ｔ超：１回／１ヵ月） 
（軸重２０ｔ以内：２０回／３ヵ月） 

（軸重２０ｔ超：１回／１ヵ月） 
（軸重２０ｔ以内：２０回／３ヵ月） 

（事業者あてに文書で行政指導） 

自動計測装置による取締り 

１９ 

車両重量自動計測装置 

 走行中の車両で、基準を超える重量等を自
動的に計測し許可の有無等を判定。結果、違
法走行を繰り返す事業者に対しては、指導警
告を実施する。 

指導取締りの種類および行政指導の流れについて（その２） 

※国交省資料の一部引用 

車両ごとではなく
会社ごとです！ 



車両の大型化に対応した許可基準の見直し及び適正利用者に対する許可手続を簡素化する一方で、 
悪質な違反者に対しては厳罰化し、大型車両の通行の適正化を進める。 

１．０．３%の重量を違法に超過した大型車両※が道路橋の劣化に与える影響は全交通の約９割を占め、一部の
違反車両が道路を劣化させる主要因となっている。 

軸重２０トン車が道路橋に与える影響は、軸重１０トン車の約４，０００台に相当 
 
２．車両の大型化、積載率の向上及び許可手続の迅速化等による効率的かつ迅速な物流の実現が望まれている。 

５．道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針 

違反取締りや違反者への指導等の強化 通行許可の基準等の見直しと許可審査手続の改善 

（１）違法に通行する大型車両の取締りの徹底  
①自動計測装置の増設 
②コードンラインを設定し、並行する高速道路と一般道路を一度に取締る
等各道路管理者が連携した取締り及び自動計測装置の設置を実施 

（３）関係機関との連携体制の構築 
①国土交通省（道路局及び自動車局）、 警察庁、高速道路会社及び全日本
トラック協会等と連携し、道路の適正利用を図るための連絡会を設置し、
荷主を含めた啓発活動、及び違反者情報の共有等を実施 

②国土交通省から日本高速道路保有・債務返済機構及び高速道路会社６社
に対し、取締り強化及び違反者に対する指導等の強化を検討するよう指
示 

③自動車局と連携して、違反通行を行った運送事業者に対し貨物自動車運
送事業法に基づく行政処分等を行うとともに、荷主に対する是正指導等
を行うための検討を実施。 

（１）バン型等セミトレーラ連結車の駆動軸重の許可基準の統一 
・バン型等のセミトレーラの駆動軸重の制限を、国際海上コンテナセミト
レーラと同等の11.5ﾄﾝに緩和 

（２）４５フィートコンテナ等の輸送における許可基準の見直し 
・45フィートコンテナを積載する車両を始め、バン型等のセミトレーラの
車両長の制限の緩和 

（３）許可までの期間の短縮  
①主要道路情報のデータベース化を促進 
②通行許可のオンライン申請システムを改良・普及促進 
③大型車両を誘導すべき道路の範囲を拡大しつつ、国による一括審査を実
施 

④通行許可に係る審査体制の集約化 

（４）適正に利用する者の許可の簡素化  
①違反実績のない者に対して許可期間（現行２年）の延長 
 
 
 
 

②ITS技術を活用した通行経路把握による通行許可の運用 

 

背 景 

【継続して実施】 

【H25年度から実施】 

【H26年度中に実施】 

【継続して実施】 

【H26年度から実施】 

【H26年度から実施】 

【H26年度から実施】 

【継続して実施】 

【H27年度から段階的実施への準備】 

【H27年度実施に向けて準備】 

【H28年度実施に向けて準備】 

※車両総重量20tを超える違反車両 

本方針を実施することによる効果 

基本方針 

具体的な取組 

（２）違反者に対する指導等の強化 
①国道事務所に呼び出して是正指導を行い、常習的な違反者に対しては告
発を実施（措置命令４回又は是正指導５回で告発） 

②特に基準の２倍以上の重量超過等悪質な違反者は、現地取締りにおいて
違反を確認した場合は即時告発を実施 

③改正道路法に基づき違反者に対する報告徴収・立入検査の実施 
 また、報告徴収・立入検査を拒む者に対しては告発を実施 

【H25年度から実施】 

【H26年度から実施】 

【H26年度中に実施】 

【H26年度から実施】 

0

99.7%0.3%

8.5%91.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

劣化への影響は重さの12乗に比例

← 過積載大型車両 遵守車両

過積載大型車両 遵守車両

通行台数

劣化への影響度

自動計測装置
（全国39箇
所に設置）の
データから試
算 

【図  道路橋の劣化に与える影響】 

・効率的かつ迅速な物流の実現 ・道路構造物の長寿命化 

【H26年度から実施】 

・交通の危険の防止 

※国交省HPより 
２０ 



道路の老朽化対策に向けた大型車両の 
通行の適正化方針（概略）について 

２１ 

（１）軸重許可基準の緩和 
 ・平成２６年度中に国際海上コンテナセミト  
 レーラ同様、軸重１１．５ｔに緩和されます！ 
 ※１デフのエアサス車が対象 
（２）セミトレーラの長さの緩和 
 ・平成２６年度中にセミトレーラの長さ制限が 
 緩和されます。 
 ※ただし、特車の審査は変わらないので、通行 
 条件が厳しくなることも・・・ 
（３）通行許可の発行期間の短縮 
 ・道路情報便覧の収録を促進 
 ・オンライン申請システムの改良 
 ・国による、市町村道を含む大型車両を誘導す 
  べき道路の整備促進 
 ・審査体制の集約化 
（４）適正利用者に対する許可の簡素化 
 ・違反実績のない方に対する許可期間の延長 
 ・ＩＴＳを活用した通行許可の運用 
           

（１）違法車両の取締りを徹底 
 ・自動計測装置の増設 
       （平成２６年度は２機増設予定） 
 ・コードンラインの設定による取締りを実施 
（２）違反者に対する指導等の強化 
 ・違反者に対する呼び出し指導および告発の実施 
 ・基準の２倍を超える重量違反など、悪質な違 
 反者に対しては即時告発の実施 
 ・改正道路法に基づく立入検査・報告徴収の実施 
（３）関係機関との連携体制の構築 
 ・国土交通省、警察庁、高速道路会社、全日本ト 
 ラック協会等との連携により、荷主を含めた啓発 
 や違反者情報の共有等を目的とした連絡会の開催 
 を実施 
 ・国土交通省から高速道路会社等に対し、指導取 
 締り強化の検討について要請 
 ・国土交通省自動車局との連携により、違反者に 
 対する行政処分および、荷主に対する是正指導の 
 実施について検討を行う 

緩和（改善）ポイント 規制強化ポイント 



※国交省資料より 

２２ 

大型車誘導区間が発表され、平成２６年 
１０月２７日から運用が開始されました 

６．大型車誘導区間について 



２３ 

大型車誘導区間の概要について 

☆平成２５年６月５日に改正道路法が公布され、平成２６年５月３０日に施行
となった「大型車誘導区間」について、１０月２７日から運用が開始しました。 

 ＜目 的＞ 
  大型車両の通行許可の迅速化を図ること 
 ＜内 容＞ 
  国が「大型車両を誘導すべき道路」として指定した道路（都道府県・市町村道を含   
  む）が申請経路の場合、国が一元的に審査を行い許可をする。 
  ※指定道路については、道路情報便覧に収録された道路の一部です。 
 ＜効 果＞ 
  国が一元的に審査を行うため、許可までの期間が短縮されます。 
  ※従来約２０日→３日 
 ＜手数料＞ 
  申請経路が指定道路のみの場合、１経路あたりの手数料は１６０円。 
  それ以外は現行通りの２００円です。 
 ＜許可できる車両の基準＞ 
  幅・・・・・・・２．５ｍ以下 
  総重量・・・・・４４ｔ以下 
  軸重・・・・・・１０ｔ以下（国際海上コンテナ１１．５ｔ以下） 
  高さ・・・・・・４．１ｍ以下 
  長さ・・・・・・セミトレーラ１７ｍ以下、フルトレーラ１９ｍ以下 
          ダブルス２１ｍ以下 
  最小回転半径・・１２ｍ以下 
  



２４ 

発表に伴うオンラインシステムの改良 

誘導区間の発表に伴い、表示項目や選択項目が追加しました。 

大型車誘導区間 



２５ 

 
 
 
７．各種情報 
最小回転半径計算シートについて 
☆平成２６年６月２３日、国土交通省のホームページに最小回転半径が自動
計算できるシートが追加されました！ 

① ヤフーやグーグルで「特車」を検索 

ここをクリック！ 

すると… 

② こんな画面に！（特車PRサイト） 

③ 表示画面「最小回転半径計算シート」を選択 ④ 「計算シート」を選択し数値入力で完了！ 



登録前車両の特殊車両通行許可申請について 

※国交省HPより 

２６ 

★車両の移管にも活用出来ます！ 
★申請の際は、必ず申請窓口に事前連絡をお願いいたします。 



特殊車両通行許可申請における包括申請について 

※国交省資料より 

２７ 

☆過去 
 窓口申請で申請した場合、形の違う車両の組み合わせでも包括申請ができていました。 

☆現在（平成２５年６月２８日から） 
 バン型ならバン型、スタンション型ならスタンション型といった、同一車種のみの申請しかで
きなくなりました。（詳しくは下記の通り） 



２８ 

※国交省Press Releaseより引用 

分割可能な貨物を輸送する車両の長さの見直しについて 
☆平成２５年１１月５日、トレーラの長さが緩和されました 
 下記の写真やイラストのような車両については、全長２１ｍまで緩和されました。 
 ※高速自動車国道は対象外です 

注：長さの緩和はされましたが、特車の審査基準は現行通りのため、通行許可条件が厳しくなること 
 （B条件→C条件など）があるので注意が必要です！ 

実車あり！ 

実車なし… 



８．基準緩和自動車の認定要領の改正について 

○申請者の負担軽減等を図ることを目的として、 
 以下の改正が行われました。（平成２６年３月２０日施行） 
 
○改正概要 
①申請時の添付書面の簡素化について 
 事業用自動車については、運行管理規程の提出を不要とする等、申請時の 
 添付書面の簡素化が図られました。 
 
②変更申請の見直し 
 これまで、使用の本拠の位置の変更を伴わないものでも、申請者の住所変 
 更があった時の変更申請が不要となりました。 
 
③長尺貨物を輸送するセミトレーラに関する取扱いについて 
 長尺貨物を輸送するために、長さの基準緩和を受けるセミトレーラで、ス 
 タンション型等の貨物の落下防止措置を備えたものは、車両総重量３６ト 
 ンを上限に長尺貨物を複数本輸送できることが明確になりました。 

２９ 



９．制限外許可制度について（道路交通法） 

○制限外許可とは？ 

 貨物が分割できず、政令で定める積載重量等の制限をこえる場合は、出発地警察署長が当該車両の 

 構造や道路、交通の状況に支障がないと認めて許可したときは、許可された範囲内で車両を運転す 

 ることができます。 

○制限外許可申請が必要となる基準について 

 積載物の長さ、幅、高さが下記の数値を超えた場合は許可申請が必要になります。 

 ・長さ 自動車の長さの１．１倍 

 ・幅  自動車の幅 

 ・高さ ３．８ｍ（高さ指定道路は４．１ｍ） 

○許可できる限度について 

 ・長さ 自動車の長さの１．５倍まで 

 ・幅  自動車の幅プラス１．０ｍ（ただし、全体の幅が３．５ｍを超えないこと） 

 ・高さ ４．３ｍ 

○許可できる積載の方法 

 ・長さ 前後とも自動車の長さの１．３倍まで 

 ・幅  左右とも０．５ｍ以内 

   

※警察庁資料より 

３０ 



制限外許可制度における積載方法について 

申請が必要となる積載イメージ図 

はみ出しが車長の 
1.1倍以上のとき 

荷物が車幅を 
はみ出るとき 

アの高さが3.8m（4.1m）
以上のとき 

３１ 

※警察庁資料の一部引用 



制限外許可の申請等について 

（１）申請先 

  出発地の警察署 

（２）許可申請者 

 ○申請者は車両の運転者です 

 ○運転者が複数の場合は、申請書に連記します（連記できない場合は、別紙に申請者の氏名、住所等を記載） 

（３）許可の単位及び期間 
 ○原則 

  許可は、原則として申請する１運行のみです 

  許可期間は申請した運行が終了までです 

 ○特例 

  特例として、①同じ運転者が②同じ車両で③同じ荷物を積載して④同じ場所への運行を繰り返す場合については、 

  ３ヶ月以内の期間で包括的な許可を受けることができます。 

（４）実査（実物を見て審査すること） 
 ○審査については、原則として車両の構造や貨物とその積載状態、道路交通の状況について実査が行われます。 

 ○ただし、特に信用すべき事由がある時は実査が省略されることがあります。 

（５) 申請から許可証発行までの期間 
 ○都道府県警察により異なりますが、標準処理期間は概ね１週間となっています。 

  ただし、他の都道府県への輸送等、長距離運行となる時は審査期間が延長となる場合があります。 

（６）違反したとき 
 ○車両の運転者に対し、道路交通法で決められている罰則があります。 

  例）許可証不携帯－運転免許点数１点・罰金６，０００円  

 

※警察庁資料より 

３２ 



☆制限外許可申請時、警察署に出向いた際に「特殊車両通行許可証」を添付
書類として求められることが多くあると思います。 

 しかし、「特殊車両通行許可制度」は道路法、「制限外許可制度」は道路
交通法と、それぞれが違う法律で決められている事なので、許可証の添付
は不要と言うことになります。 

 

☆そこで・・・ 

 警察庁から各都道府県警察本部に対して「申請受付時に許可証の添付を求
めないこと」とした文書を、「制限外許可申請の添付書類の簡素合理化」
というタイトルで、平成１９年１１月２９日に事務連絡が出ています。 

  

 特殊車両通行許可申請と制限外許可申請を同時に進めたくても、警察署に
聞き入れてもらえなくて困っている場合（審査が遅いなど）は、上記事項
を担当官にお伝えください。 

 
 ※県警本部宛の文書のため、各警察署で把握していない場合があります。 

  その際は担当官に「県警本部に確認してください」とお伝えください。 

   

制限外許可申請について（耳寄りな情報） 

３３ 



１０．ご質問、お問い合わせ先について 

３４ 

オンラインシステムに関
するお問い合わせ先 

特殊車両通行許可制度に
関するお問い合わせ先 


